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文 書 質 問 書

京丹波町議会文書質問取扱要綱第３条第３項の規定により、下記のとおり質問します。

記

質問事項 質問の具体的内容 回答の相手

１ 女性支援の

対策について

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた取り組みで

はまだまだ気を許すことはできない状態であり、国民生活に

多大な影響が生じている。特に、非正規労働者やひとり親家

庭を含む子育て家庭など生活困窮者に対するダメージは大

変大きい。

そのような中、世界各国では女性に関する「生理の貧困」

が問題となっている。日本でも５人に１人の若者が金銭的理

由で生理用品を買うのに苦労しているとの調査結果が出て

いる。

国はこの長引くコロナ禍の影響による低所得層の子育て

家庭への支援や、孤独・孤立で不安を抱える女性を支援する

ため、内閣府の「地域女性活躍推進交付金」を拡充した。１

３億５，０００万円を計上し、女性に寄り添うＮＰＯなど民

間団体の活動を後押しする。併せて、経済的な理由で生理用

品を買えない「生理の貧困」対策として、交付金を活用した

生理用品の提供も可能としている。

本町においても、女性にやさしいまちづくりに取り組むべ

きであると考え、以下の３点について伺う。

（１）防災備蓄備品を利用して、学校や必要としている女性

に生理用品の配布を検討すべきではないか。

（２）食料品などの防災備蓄備品も併せて必要としている方

に配布してはどうか伺う。

（３）交付金についても生活困窮者に対する支援として、活

用を検討する考えはないか伺う。
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